
                                      

ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の適用を受ける令和４年度福島県立医科大学上半

期医薬品単価購入契約について、次のとおり落札者を決定したので、公立大学法人福島県

立医科大学特定調達契約事務取扱細則（平成３１年２月１日細則第２３号。以下「特定調

達細則」 という。）第１５条第２項の規定により公告する。  

 

令和 ４年 ４月 １４日 

公立大学法人福島県立医科大学理事長  竹之下 誠一 

 

１ 随意契約に係る物品等の名称及び数量 

公立大学法人福島県立医科大学附属病院において使用する医薬品 計 １７点 

  （１）テセントリク点滴静注１２００ｍｇ ２０ｍＬ ６６瓶 

（２）イラリス皮下注射液 １５０ｍｇ ２６瓶 

  （３）ビーリンサイト点滴静注用３５μｇ １３３瓶 

  （４）レミケード点滴静注用１００ １００ｍｇ １，４０２瓶 

  （５）アバスチン点滴静注用４００ｍｇ／１６ｍＬ ６３０バイアル 

  （６）アービタックス注射液１００ｍｇ ９１６バイアル 

  （７）ステラーラ皮下注４５ｍｇシリンジ ０．５ｍＬ ８６筒 

  （８）パージェタ点滴静注４２０ｍｇ／１４ｍＬ ２５１瓶 

  （９）ジーラスタ皮下注３．６ｍｇ ０．３６ｍＬ ３６５筒 

  （１０）アイリーア硝子体内注射用キット４０ｍｇ／ｍＬ ３，５０２筒 

  （１１）ユルトミリス点滴静注３００ｍｇ １０９瓶 

  （１２）オプジーボ点滴静注２４０ｍｇ ２４ｍＬ ６３３瓶 

  （１３）キイトルーダ点滴静注１００ｍｇ ４ｍＬ ５４３瓶 

（１４）ソリリス点滴静注３００ｍｇ ３０ｍＬ ５２瓶 

（１５）サイラムザ点滴静注液５００ｍｇ ５０ｍＬ ９５瓶 

（１６）アディノベイト静注用キット２０００ ２０００国際単位 １７７キット 

（１７）ノボセブンＨＩ静注用５ｍｇシリンジ ５ｍＬ（溶解液付） １４６瓶 

 

２ 契約事務を担当する所属の名称及び所在地 

公立大学法人福島県立医科大学医事課 

福島県福島市光が丘１番地 

 

３ 随意契約の相手方を決定した日 

令和４年３月２９日 

 



４ 随意契約の相手方の氏名及び住所 

株式会社エフエスユニマネジメント 

東京都港区芝浦３丁目４番１号 

 

５ 随意契約に係る契約金額（単価、消費税抜） 

（１）５０２，３９９円 

（２）１，３５８，３７３円 

 （３）２４６，４００円 

 （４）５４，８００円 

 （５）１０２，８６７円 

 （６）３０，３９２円 

 （７）３２１，０００円 

 （８）１８３，７６４円 

 （９）９０，５００円 

 （１０）１１７，２９９円 

 （１１）６２９，０５３円 

 （１２）３２６，１００円 

 （１３）１９１，０９８円 

 （１４）５５７，３５０円 

（１５）３１０，０００円 

（１６）１６４，７２１円 

（１７）３５５，３３８円 

 

６ 契約の相手方を決定した手続 

随意契約 

 

７ 随意契約とすることとした理由 

公立大学法人福島県立医科大学特定調達契約事務取扱細則第１４条第１号 


